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令和７年はどんな一年でしたか？ 令和８年はどんな一年になりそうですか？ 

花巻監督署管内の労働災害は、前年を上回り、死亡災害は残念ながら２名となってしまい

ました。令和８年こそ死亡災害ゼロ達成に向け、労働災害の減少、死亡災害ゼロを目指し、

関係機関・業界団体等と連携を図りながら、また、各事業場の皆様にもご理解ご協力を頂き

ながら各種活動を展開して参ります。 

令和８年「うま年」は、税制改正をはじめ様々な制度改正が始まります。また、これまで

情報チャンネルでお伝えしてきた労働関係法令等でも改正法の施行が順次進んでいるところ

です。各事業場では、今年も厳しい経済情勢の中事業運営を進められることと思いますが、

「無事故・無災害」「安全第一」と共に「心と体の健康確保」を掲げ積極的な取組みお願い

いたします。 

令和８年が皆様にとって良き一年となりますようご祈念申し上げます。 

花巻労働基準監督署 職員一同 

謹賀新年 Ⅰ 

花巻監督署    情報チャンネル 令和８年１月号 

シリーズ   健康情報 ⑩『カロリーコントロール』の巻  Ⅲ 

化学物質管理強調月間 2 月 1 日～28 日 Ⅱ 

健康日本 21（第三次）では、歩数の増加が提唱されています。「歩数の増加」は、健康寿命延伸や社会生活機能の維持・増進につなが

る直接的かつ効果的な方策とされ、歩数と疾病罹患率あるいは死亡率との間に明確な関係があることが確認されています。 

※アクティブガイド－健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023－（アクティブガイド 2023）高齢者版 

運動不足だな～と感じつつ、お腹周りが気になっていてもなかなか運動を続けることは難しいのが現状でしょうか。そこで、運動する

ことが難しい方は、以下の「カロリーコントロール」を試してみませんか。ちょっと意識するだけで結果がでるかも。 

図・表等に必要なリンクを付けていますので適宜クリックしてご覧ください。 

① バランスの良い食事を心がける … 好きなもの・食べたいものを偏食せず、さまざまな食品をバランスよく摂る。「腹八分」で！ 

② 脂質の摂り過ぎに注意 … 脂質の摂り過ぎはカロリー過多に直結。ポテトチップス・フライドポテト・唐揚げはとても美味しいです

が、摂り過ぎはカロリー過多になりますので注意！ ※青魚の不飽和脂肪酸にはコレステロールを減

らす働きがあるとされていますので積極的に摂りましょう。 

③ 甘い物の食べ過ぎ注意 … ケーキ・菓子パン・ジュースなどの甘いものは「ついつい」食べたくなりますよね。でも、甘いものは 

カロリーが高く、食べ過ぎはエネルギー過剰に。自分なりのルールを決めて適量を楽しみましょう！ 

④ 体重計測で管理 … 体重を図り変化を観察。「BMI25 未満」を目標に！ 肥満は、高血圧・糖尿病・脂質異常につながります。 

いわて年末年始無災害運動 
令和7年12月1日～令和8年1月31日 

冬季特有の災害を防止しよう！ 

令和７年度スローガン『 慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方 』 
応募いただいた約 840 作品の中から井上和樹さんの作品に決定しました。 

（令和 7 年 11 月 4 日厚生労働省プレスリリース） 

ワークショップ開催予定 

【開催時期】令和８年１月～２月 【開催場所】東京・大阪  （詳細は厚生労働省ホームページ公表予定） 

【内容】新たな化学物質管理に関する制度の背景や現状、化学物質の自律的管理に関する基礎的情報を共有するセッション。 

   飲食業・宿泊業など、これまで化学物質管理の経験が少ない事業者を対象に、リスクアセスメントや安全管理の進め方を体験的

に学ぶ実践的ワークショップ。 

【職場実施事項】 
① 日常の化学物質管理の総点検実施（SDS によるリスク確認、リスクアセスメント、有害物ばく露防止対策など） 

② 事業者、総括安全衛生管理者、衛生管理者、作業主任者等、各級管理者による職場巡視 

③ スローガンの掲示、啓発 

④ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施 

⑤ 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他化学物質管理への意識高揚のための行事等の実施 

中災防↓ 

化学物質は、製造業以外（建設業、飲食業、宿泊業等のサービス業等）でも広く使用されています。 

自社の対策が適切に行われているか、確認しましょう！ 

https://chemiguide.mhlw.go.jp/kyochogekkan/index.html
https://chemiguide.mhlw.go.jp/kyochogekkan/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html
https://safe.menlosecurity.com/https:/www.mhlw.go.jp/content/001361384.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trans_fat/t_eikyou/fat_eikyou.html
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/food/ye-031.html
https://kennet.mhlw.go.jp/tools/pdf/leaf-nutrition-2.pdf
https://www.city.iwade.lg.jp/hokenkaigo/kokuho/taijunikki.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/pdf/eiyou-syokuji6.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/anzeneisei_tentouboushi.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002413042.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002457277.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65341.html
https://chemiguide.mhlw.go.jp/kyochogekkan/index.html
https://www.jisha.or.jp/info/campaign/chemicals/
https://www.jisha.or.jp/info/campaign/chemicals/
https://chemiguide.mhlw.go.jp/kyochogekkan/index.html
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改正労働安全衛生法及び作業環境測定法が令和８年１月から順次施行されます。 

厚生労働省では、法改正に係る説明会（オンライン併用）を開催していますので、是非ご参加ください。 

※ 会場の座席数には限りがございます。満席の場合はオンラインでの御参加もご検討ください。 

ご不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署までお問合せください。 

改正労働安全衛生法等の説明会にご参加ください Ⅳ 

職場や自宅の地震対策を点検しましょう Ⅴ 

労働基準法 よくある相談  ⑱『解雇 or 退職』 Ⅵ 

Q：上司から「辞めるしかないんじゃないのか」「明日から来なくていいよ」と言われた。これって解雇ですよね。 

A： 「解雇」は、使用者の申し出によって労働契約を解除しようとするもので、労働者側には働ける状態や働く意思がある状態の中で行わ

れるものです。使用者側の都合で労働契約を解除しようとする場合や、労働者側に元々の原因があって労働契約を解除しようとする場合

等があります。また、解雇の場合は、「解雇の予告」又は「解雇予告手当の支払い」が必要です（労基法第 20 条）。 

一方、「退職」は、労働者の申し出によって労働契約を解除しようとするもので、使用者側は働くことを求めている状態の中で行われ

るものです。     こちらも参照 ➡ 退職、解雇、雇止めなど ―確かめよう労働条件－（労働条件に関する総合サイト） 

「辞めるしかないんじゃないのか」「来なくていいよ」という発言は、使用者側に明確な解雇の意思があると直接的に解釈できないも

のであり、「身の振り方は労働者側にゆだねられている状態」と考えられ、いわゆる「退職勧奨」となるものであり、解雇かどうかハッ

キリしないため、労使紛争に該当し、労働局の「個別労働紛争解決制度」が活用できます。 

ご相談のような曖昧なことを言われたら、「解雇ですか」と発言の趣旨や意味、解雇日などを確認する必要があります。 

上司から言われたということですが、採用や解雇に関する権限を有していない人の発言は何の効力もありません。 

また、仮に「解雇と受け取ってもらって構わない」「解雇ということだ」となった場合は、労基法第22 条に基づき「退職時等の証明」

を求めることになりますし、使用者は「解雇予告」又は「解雇予告手当の支払い」が必要となります。 

解雇・退職に関するトラブルは、岩手労働局総合労働相談コーナー［0120-980-783］（9:00～17:00 土日祝祭日を除く）、各監督

署内総合労働相談コーナー（花巻総合労働相談コーナー［0198-20-2310］（9:00～17:00 土日祝祭日を除く） 

をご利用ください。 

Peatixページ 

説明会、改正法の内容に関する

厚生労働省 HP ➡ 

説明会 

参加申し込み 

こちら ➡ 

希望会場をクリックすると申込みできます➡ 

改正法条文、通達、リーフレットこちら ↓ 

  .    木 

東京・渋谷 
東京ウィメンズプラザ 
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2011.3.11 東日本最震災から 14 年、マグニチュード 7.6 の大きな地震（青

森県東方沖地震）が発生、東日本大震災を彷彿させる大きな揺れで、一時津

波警報も発表となりました。内閣府「防災情報ページ」では、将来予想されて

いる「日本海溝」「千島海溝」沿いの巨大地震に関する情報を発信していま

す。SNS 等の偽情報に注意しつつ、正しい情報を把握し非常時への備えを進め

ましょう。※気象庁「地震から身を守るために」 

北海道・三陸沖後発地震注意情報  

解説ページ（内閣府） ↓ 

←  ク リ ッ ク し て リ ー フ レ ッ ト を ご 覧 く だ さ い 。→  

こちらは 

読みやすい 

マンガ版です 

→  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/index.html
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-1.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049/
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/newpage_00678.html
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049/
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/library/nara-roudoukyoku/03roudou/image/yousiki0401.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001595513.pdf
https://mhlw-anzen-eisei-r7.peatix.com/events/?utm_source=mhlw
https://mhlw-anzen-eisei-r7.peatix.com/events/?utm_source=mhlw
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
https://tokyo01mhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://hokkaido01mhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://hokkaido02mhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://miyagimhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://ishikawamhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://aichimhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://fukuokamhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://ehimemhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://hyogomhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://osakamhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://hiroshimamhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://tokyo02mhlwanzeneisei.peatix.com/view
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/jishin_bosai/index.html
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/pdf/chishima_leaflets.pdf
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/pdf/chishima_manga.pdf
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/index.html
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/index.html
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ご留意ください「じん肺健康管理実施状況報告」 

粉じん作業に従事する方は、じん肺健康診断を実施すること

がじん肺法で義務付けられています（じん肺法第 7 条～9 条）。 

「じん肺健康診断結果報告」は、毎年、12 月 31 日現在の状況

について、翌年２月末までに、所轄労働基準監督署長に提出する

ことになります（じん肺法施行規則第 37 条）。 

じん肺健康診断の結果、所見の無かった方は、じん肺管理区

分１となりますが、所見のあった方は、労働局にエックス線写真

等を提出し、管理区分決定を受ける必要があります（じん肺法第 12

条、13 条）。 

「じん肺管理区分１」の方は３年に１回じん肺健康診断を実施

することになりますが（じん肺法第７条～９条）、じん肺健康診断を実施

しない年であっても「じん肺健康管理実施状況報告」の提出は必

要です。報告漏れのないようご留意ください。 

ご不明な点は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

健康診断結果報告は電子申請で！  Ⅶ 

令和７年１月 1 日より、定期健康診断結果報告などが「原則電子申請」になっています。電子申請に当たっては、【労働安全衛生法関係

の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス】をご活用いただくとスムーズに申請できますので、ぜひご利用ください。 

花巻監督署では、健康診断結果報告未提出事業場に対する督促を行っています。提出時期によっては行き違いになることもあり得ますの

で、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 

ｅ-Gov を 

初めてお使いの方は 

こちら（ガイドブック） 

← ご一読願います。 

「労働安全衛生規則」「電離放射線障害防止規則」が改正！令和７年 10 月 29 日（一部規定は令和８年４月１日または令和９年 10 月１日）

から順次施行します。 詳しくは、リーフレットをクリックし、ご覧ください。 

労働安全衛生規則、電離放射線障害防止規則 改正 Ⅷ 

改正電離則に関する解説動画もありますので、

是非ご覧ください。➡ 解説動画 

※「電子申請」を利用する場合、e-Govアカウント、GビズID、またはMicrosoftアカウントが必要です。 

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
https://shinsei.e-gov.go.jp/sites/default/files/filebrowser/e-gov/doc/preparation/beginner/beginner_all_v3.pdf
https://shinsei.e-gov.go.jp/sites/default/files/filebrowser/e-gov/doc/preparation/beginner/beginner_all_v3.pdf
https://shinsei.e-gov.go.jp/sites/default/files/filebrowser/e-gov/doc/preparation/beginner/beginner_all_v3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzeneisei29/0000186714_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzeneisei29/0000186714_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/0000186714_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001589338.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587804.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587812.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001589338.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587804.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587812.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/0000186714_00001.html
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ﾘﾆｭｰｱﾙ「労働基準法の基礎知識」 Ⅹ

写真で見る労働災害ニュース Ⅺ 労災補償「ダブルワーク」 Ⅻ

副業や兼業等いわゆる「ダブルワーク」として、複数の事業場で

働いている方も労災補償の対象となっています（2020 年 9 月労働

者災害補償保険法改正）。 

サポートします「治療と仕事の両立支援」 Ⅸ 

画像をクリック 岩手産業保健総合支援センターHP にリンク 

中央労働災害防止協会（中災防）安全衛生情報センターでは、

労働災害のニュースを写真で掲載しています。 

事例を活用し、自社の労働災害防止活動に役立てましょう。 

労働災害現場の写真について、新聞等の掲載写真と簡単な説明を

紹介しています。 

写真をクリックすると大きな画像と説明を見ることができます。 

（注）掲載写真の転載・複製については、いかなる場合も

写真提供元の許諾無しには禁止いたします。  

こちらもご利用ください↓ 

詳しくはリーフレットをご覧ください。 

厚生労働省は、従前よりご活用いただいておりましたリーフレ

ット「労働基準法の基礎知識」について、近年の労基法改正等を

踏まえ、改訂しました。ぜひご活用ください。 

その他労働基準関係 

各種リーフレット 
をご覧ください。 

対象となる労働者は？ 

休業補償はどうなるの？ 

複数の事業場で働いている場合、

各就業先の事業場で支払われて

いる賃金額を合算した額を基礎と

して給付基礎日額（保険給付の

算定基礎となる日額）が決定され

ます。 

複数事業労働者の保険給付額は？ 

事業主が同一でない複数の事業場で就労し

ている場合「複数事業労働者」になります。 

（例）A 社と B 社の２社で就業中の場合。 

※A 社では月給 30 万円、B 社では日給 1 万円で 12 日／月勤務、直近３ヶ

月の暦日数が 90 日の場合。 

＜計算方法＞ 

A 社 30 万円×３ヶ月÷90 日＝10,000 円 

B 社 １万円×12 日×３ヶ月÷90 日＝4,000 円 

A 社＋B 社 

 10,000 円＋4,000 円＝14,000 円 給付基礎日額：14,000 円 

中央労働災害防止協会 
Japan Industrial Safety ＆ Health Association 

安全衛生情報センター 
Japan Advanced Information center of safety and Health 

写真で見る労働災害ニュース 
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